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令和６年度定期監査結果報告

「地方自治法（昭和22年法律第67号。）」第199条第１項及び第４項の規定に基づき定

期監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により、下記のとおり報告します。

第１ 準拠基準

名護市監査基準（令和２年監委告示第１号）

第２ 監査の種類

「地方自治法」第199条第１項及び第４項の規定に基づく財務事務の執行に関する

定期監査

第３ 監査の対象

１ 通常監査

⑴ 対象範囲

令和６年４月１日から令和６年９月30日までに執行された事務

⑵ 対象課等

会計課、子育て支援課、保育・幼稚園課、経営課、工務課、施設課

⑶ 対象事務

ア 収入事務

イ 支出事務

ウ 契約事務

エ 財産管理事務

２ 事務リスクへの対応策調査

⑴ 対象課等

会計課、地域力推進課、文化スポーツ振興課、羽地支所、久志支所、屋部支所、

屋我地支所、市民課、税務課、国民健康保険課、介護長寿課、農林水産課、

建築住宅課、維持課、環境対策課、経営課、博物館、消防本部総務課

第４ 監査の着眼点

監査の着眼点は、全国都市監査委員会が策定した「実務ガイドライン」第３編第３

章第１節「財務事務監査の着眼点」に準じ、主として以下の事項とした。

１ 収入事務

⑴ 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。

⑵ 調定の時期及び手続は適正か。

⑶ 減免等の理由及び手続は適正か。
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２ 支出事務

⑴ 時間外勤務手当の支給対象となる事実は客観的資料によって確認できるか。

⑵ 旅費支出の目的及び履行が確認できる文書等が整備されているか。

⑶ 切手等の使用及び保管管理が適正に行われているか。

⑷ 委託の相手方及び選定方法は適切か。

⑸ 補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。

３ 契約事務

⑴ 随意契約による場合、その理由は適正か。

⑵ 正当な理由がなく分割発注している契約はないか。

⑶ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、

これらの内容は適正か。

⑷ 収入印紙は契約金額に応じて貼付され、かつ消印されているか。

４ 財産管理事務

⑴ 公有財産台帳は調製され、取得、処分、所管換え等の異動について正確に記録さ

れているか。

⑵ 物品は正しく分類整理されているか。

⑶ 物品の出納受払いは適正に行われ、備品・重要物品台帳は整備されているか。

第５ 監査の実施内容

１ 通常監査

⑴ 事前監査

ア 実施期間

令和６年10月17日（木）～令和７年１月14日（火）

イ 場所

監査委員事務局執務室

ウ 内容

監査対象課等に対し定期監査調書及び監査関係資料の提出を求め、予算の執

行、物品の管理、契約等に係る諸帳簿・書類等の照合・検査等を行った。

⑵ 本監査

ア 実施日

令和７年１月15日（水）

イ 場所

庁議室

ウ 内容

事前監査において作成された疑義確認事項をもとに、所管の課長以下関係職員

から説明を聴取し、質疑応答形式により監査を実施した。
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２ 事務リスクへの対応策調査

⑴ 実施期間

令和６年６月11日（火）～令和６年11月15日（金）

⑵ 内容

本市において日常業務に潜む事務処理上のミスや失念、改ざん等により発生する

不適切な行為あるいは職員の不正行為などのリスク（組織目標の達成を阻害する要

因）を識別し、その軽減を図ることが望まれる。そのような中、総務省が公表して

いる「監査基準について総務大臣が示す指針の策定について（通知）」の「実施要

領」に記載されている「各団体に共通するリスクが顕在化した事案集」に基づき、

標準的な事務フローに沿って事務処理毎に想定されるリスクを抽出し、それぞれの

リスク毎に想定される各課の対応策を記述調査した。なお、詳細については、地方

税、分担金、使用料、手数料、証紙による収入の方法等に係るデータ入力や徴収の

誤り、横領等のリスクへの対応策が施されているか所管する課に対し書面にて調査

を実施した。

第６ 監査の結果

監査した結果、予算の執行、物品の管理、契約等に係る諸帳簿・書類等の照合・検

査等について、おおむね適正に執行されていると認められたが、一部に改善を要する

状況や好ましくない状況があったので以下で指摘する。

なお、軽易な事項については、それぞれ監査の過程において触れたので省略する。

勧告等の区分は、次のとおりである。

⑴ 勧告：法令、条例、規則等に反していると判断される事項や社会通念上著しく適

切性を欠き不当と判断され、特に措置を講ずる必要があると認める事項

⑵ 意見：「勧告」以外で、改善・検討を求める事項

１ 通常監査（各課に共通する指摘事項等）

⑴ 収入事務

（調定の時期について）

調定の時期については、「名護市会計規則（平成10年規則第２号。）」第13条に

おいて、「収入徴収者は、各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期に調定

しなければならない。⑴納期の一定している収入で納入又は納付の通知を発するも

の 納期の10日前まで ⑵納期の一定している収入のうち申告納入に係るもの 申

告書の提出があったとき。（後略）」と定められているが、調定の手続が適切に行

われていない事例が散見された。歳入の調定に当たっては、関係規則に基づき、適

正な事務処理を行うべきである。【勧告】

ア 子育て支援課（１件）

イ 保育・幼稚園課（２件）
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⑵ 支出事務

（時間外勤務における休憩時間の取得について）

「名護市職員の勤務時間に関する条例（昭和47年条例第23号）」第６条におい

て、「１日の勤務時間が６時間を超える場合においては１時間の休憩を所定の勤務

時間の途中に置かなければならない。」と定められているが、１時間の休憩を取ら

ずに勤務している事例が散見された。時間外勤務に当たっては、職員の健康を確保

する観点から関係条例に基づき休憩を取得すべきである。【勧告】

ア 会計課（１件）

イ 子育て支援課（１件）

ウ 工務課（６件）

（文書の収受について）

相手方が市に提出した文書に発出年月日が記載されていなかったが、収受してい

た事例が散見された。請求書等に日付の記載がない場合、相手方が支払い請求をし

た日が不明確となり、支払期限も定まらないこととなる。また、職員が実際の請求

日より後の日付を記入した場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和24年法律第256号）の適用を回避する不適切な経理事務や公文書改ざんなど、市

政に対する信用や信頼を失わせる行為につながるおそれがあるため留意されたい。

【意見】

ア 子育て支援課（29件）

イ 保育・幼稚園課（19件）

（起案文書の作成方法について）

起案文書は文書管理システム内の様式を埋める形で作成するが、入力項目の選択

誤りや「名護市文書管理マニュアル」に準拠していない記載方法の起案文書が散見

された。「名護市文書管理マニュアル」に基づき適切な事務処理を行うべきであ

る。【勧告】

起案文書を作成する際の文書管理システム各項目への入力の誤りについては、シ

ステムの活用に関して不慣れであったことによるものである。その対策としては、

必要な入力項目を必須として設定することにより解消されるものと思料される。

「名護市文書管理マニュアル」に準拠したシステムの更新を図られたい。【意見】

ア 会計課（１件）

イ 子育て支援課（２件）

ウ 保育・幼稚園課（34件）

エ 経営課（45件）

オ 工務課（１件）

カ 施設課（56件）
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（収受文書への付番について）

「名護市文書取扱規程（令和６年訓令第２号。）」第12条に「収受し、又は発送

する文書には、年度における通算番号と日ごとに001から付す一連番号を組み合わ

せた文書の番号を付し、表示するものとする。」と定められているが、収受した文

書に受付番号が付されていないものが散見された。関係法規に基づき適正に処理す

べきである。【勧告】

ア 子育て支援課（25件）

イ 保育・幼稚園課（17件）

⑶ 契約事務

（収受文書への受付印の押印について）

「名護市文書取扱規程」第17条に「文書を収受したときは、開封することが不適

当と認められる文書を除き、全て開封し、当該文書の余白に受付印を押印し（後

略）」と定められているが、収受した文書に受付印の押印がなされていないものが

散見された。関係法規に基づき適正に処理すべきである。【勧告】

ア 会計課（１件）

イ 子育て支援課（２件）

ウ 保育・幼稚園課（１件）

エ 経営課（14件）

オ 工務課（３件）

（決裁日前の文書について）

起案文書の決裁日より前の日付で作成された文書が散見された。単なる記載誤り

であったが、今後適切に書類を作成すべきである。【勧告】

ア 子育て支援課（１件）

イ 工務課（１件）

（随意契約に係る起案文書の記入漏れについて）

随意契約に関する起案文書に、履行期間の始期、見積書の提出場所の記入が漏れ

ている起案文書が散見された。関係法令を遵守し、適切に文書を作成すべきであ

る。【勧告】

ア 保育・幼稚園課（３件）

イ 工務課（１件）

⑷ 財産管理事務

財産管理事務は、概ね良好に処理されていた。今後も引き続き適切に処理するよ

う留意してもらいたい。
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２ 事務リスクへの対応策調査

収入業務を所管する課等において、入力データや金銭の取り扱いを複数名で確認す

ること、施錠可能な場所へ現金を保管すること及び指定金融機関へ速やかに入金する

こと等、事務処理上のミスや不正行為を抑制する対策がなされていた。今後とも日常

業務に潜むリスクの軽減を図られたい。

第７ 各課の指摘事項等

以下、各課等の指摘事項等を報告する。

１ 会計課

特になし

２ 子育て支援課

⑴ 支出事務

（郵便発送簿兼切手受払簿の登載誤りについて）

ア 「名護市文書取扱規程」第36条において、「文書を郵送するときは、郵便発送

簿兼切手受払簿に登載する。」と定められているが、切手の払出枚数を誤って登

載していた。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。（１件）

【勧告】

（補助金交付申請書の提出期限について）

イ 「名護市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱（平成23年告示第80－４

号）」第４条において、補助金交付申請書を提出する場合は、「書類を添えて、

４月30日までに市長に提出しなければならない。」と定められているが、提出期

限の後に交付申請書を受理し、交付決定を行っていた事例があった。関係例規類

を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。（25件）【勧告】

（補助金交付申請書の書類不備について）

ウ 「名護市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」第４条において、「次に掲

げる書類を添えて、（中略）⑴事業計画書、⑵補助金所要額調書、⑶役員名簿

（後略）」と定められているが、交付申請書の添付書類に不備があるにもかかわ

らず、交付決定されていた。また、「名護市補助金等の交付に関する規則（昭和

56年規則第８号）」第４条において「補助金交付申請書に補助事業の目的につい

て記載が必要」と定められているが、補助事業の目的について記載がないにもか

かわらず、交付決定されていた。関係例規類を遵守し、適正な事務処理を行うべ

きである。（２件）【勧告】

（起案文書における情報公開の選択について）

エ 「名護市情報公開条例（平成13年条例第27号）」第７条において「個人に関す

る情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

個人を識別することができる情報が記録されている公文書については、公開しな

いことができる。」とあるが、起案文書に個人に関する情報が記録されている文
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書が添付されているにもかかわらず、情報公開の区分が「公開」になっているも

のがあった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。（１件）

【勧告】

⑵ 契約事務

（法規の引用誤りについて）

ア 「名護市個人情報保護条例」は令和５年４月１日に廃止され、個人情報の取扱

い等については「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」の適用

となったが、受託者は「名護市個人情報保護条例」を遵守しなければならないと

契約書に記載されているものが散見された。関係法規を遵守し、適正な事務処理

を行うべきである。（２件）【勧告】

（年度当初に締結する契約の見積依頼について）

イ 「名護市契約事務マニュアル」において、新年度予算成立前に見積依頼を行う

場合には、「新年度予算案が市議会において否決された場合は契約を締結するこ

とができない」と見積依頼書に明記しなければならないが、明記されていない見

積依頼書が散見された。「名護市契約事務マニュアル」を遵守し、適正な事務処

理を行うべきである。（３件）【勧告】

（委託契約に係る違約金算定の率について）

ウ 「名護市契約規則（昭和48年規則第19号）」第43条において引用している「政

府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」は、2.5％（令和６年４月１日以降）

であるが、契約書において違約金の計算に用いる率を誤って掲載していた。関係

法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。（１件）【勧告】

（見積依頼書及び仕様書への記載事項について）

エ 業務委託契約の見積依頼書及び仕様書において履行場所や人員配置、実施日

等、具体的な業務内容を明記していない業務委託契約があった。また「名護市随

意契約取扱規程（平成17年訓令第１号）」第９条第４項において「原則として見

積書の提出とともに内訳書を提出させるものとする」と定められているが、見積

書に内訳書の添付がなかった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきで

ある。（１件）【勧告】

３ 保育・幼稚園課

⑴ 収入事務

（職員の給食費について）

ア 給食費については、職員から現金で受領しているが、事務の負担軽減を図るた

め給与天引きによる事務処理を検討されたい。（１件）【意見】

⑵ 支出事務

（引用された要綱の根拠条項の誤りについて）

ア 起案理由または起案文書への添付資料に引用された要綱の根拠条項に誤りがあ
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った。単なる記載誤りであったが、今後適切に書類を作成するべきである。（８

件）【勧告】

⑶ 契約事務

（起案文書の数値誤りについて）

ア 起案文書の項目で今回執行額を記載する箇所の金額とその根拠資料である設計

額の金額が異なっていた。単なる記載誤りであったが、今後適切に書類を作成す

るべきである。（１件）【勧告】

（請書の代表者未記入について）

イ 「名護市契約事務マニュアル」で定める契約書の作成例等においては、契約書

に委託者及び受託者の住所、商号又は名称、代表者を記載することとなっている

が、請書で受託者の代表者氏名が記入されていないにもかかわらず収受していた

事例があった。文書を受け付ける際には、「名護市契約事務マニュアル」に基づ

き十分留意すべきである。（１件）【勧告】

（１者との随意契約について）

ウ 業務委託において随意契約とした理由の適用条文に誤りのある随契契約が散見

された。今後適切に書類を作成するべきである。（２件）【勧告】

また同契約は１者随意契約となっている。「名護市契約事務マニュアル」にお

いて「当該業者以外に契約の目的を果たせる業者がいない場合（唯一性）に限

り、随意契約することができる」と定められているが、唯一性の検討が不十分で

あった。来期以降は競争入札を実施するとのことであるが、競争入札が原則的方

法であることを認識し、安易に随意契約をすることのないよう対応するべきであ

る。（１件）【勧告】

（見積もり依頼の期間について）

エ 「名護市契約規則」第17条第２項において「入札者に対し、入札に付する事

項、契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否等について次の日数前

までに通知しなければならない。１件の設計価格又は予算額が500万円未満のと

き。 ５日（ただし、急を要する場合においては、その日数から最大３日）」と

定めているが、見積もり期間が１日しか設定されていない見積依頼書が散見され

た。関係規則に基づき、適切な見積期間を設けるべきである。（２件）【勧告】

（公印の押印方法について）

オ 公印の押印については「名護市文書管理マニュアル」において「名前の最後の

文字の半分に公印がかかるように押印する」と定められているが、公印が文字に

かかっていない文書が散見された。「名護市文書管理マニュアル」に基づき適正

に処理すべきである。（１件）【勧告】

⑷ 財産管理事務

（備品・重要物品管理について）

ア 「名護市物品会計規則（平成８年規則第１号）」第25条において「台帳を揃
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え、物品の増減等の記録をし、整理しなければならない。」と定められている。

備品・重要物品台帳において、移管及び新規購入については適切に台帳に反映さ

れているが、廃棄した際に台帳へ適切に反映されていないものがあった。物品が

増減した場合は、適切に台帳に反映すべきである。（１件）【勧告】

４ 経営課

⑴ 契約事務

（随意契約の理由について）

ア 業務委託契約において１者随意契約とした理由が分かりづらいものがあった。

また、業務委託契約は、「名護市契約事務マニュアル」において「当該業者以外

に契約の目的を果たせる業者がいない場合（唯一性）に限り、随意契約すること

ができる」と定められているが、唯一性の検討が不十分であった。随意契約とす

る理由を適切に記述するとともに競争入札が原則的方法であることを認識し、安

易に随意契約をすることのないよう留意すべきである。（１件）【勧告】

（水道料金体系の見直しについて）

イ 令和７年４月以降、辺野古浄水場の老朽化による稼働停止に伴い、沖縄県企業

局からの受水量が増加し、水道事業の採算が悪化することが想定される。「名護

市水道事業経営戦略」の見直しや適切な料金体制への見直しを検討されたい。

（１件）【意見】

５ 工務課

⑴ 支出事務

（時間外勤務の超過について）

「名護市職員の勤務時間に関する規則（平成３年規則第15号）」第17条の２第１

項第１号において、「１月において時間外勤務を命ずる時間について45時間」と定

められているが、45時間を超えている職員が散見された。業務の配分に当たって

は、特定の職員に偏ることのないようにし、当該職員の健康の確保に最大限に配慮

されたい。（９件）【勧告】

⑵ 契約事務

（見積結果報告書の未作成について）

ア 「名護市随意契約取扱規程」第10条において「見積りの経過を明らかにするた

め見積結果報告書を作成しなければならない」と定めているが、見積結果報告書

を作成していなかった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。

（２件）【勧告】

（起案文書と契約書における履行期間の始期の相違について）

イ 起案文書では履行期間の始期が「契約締結の日」になっていたが、契約書では

履行期間の始期が「契約締結の日の翌日」になっていた。関係法規を遵守し、適

正な事務処理を行うべきである。（２件）【勧告】
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（物品購入に係る決裁権者について）

ウ 「名護市事務決裁規程（昭和63年訓令第１号）」別表第１（第４条関係）にお

いて「部長等が専決できる物品購入に係る契約は200万未満に限る」と定められ

ているが、物品購入の起案文書で執行予定額が200万円を超えていたにもかかわ

らず、部長決裁になっていた。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきで

ある。（１件）【勧告】

６ 施設課

⑴ 契約事務

（契約書への記入事項について）

ア 契約書条項に契約者名の記載のない契約書が散見された。適正に処理すべきで

ある。（７件）【勧告】


